
広島市条例第３６号

令和７年６月２６日

広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の

福祉の見地から支障なく行われるために必要な事項を定めることにより、

市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1) ペット 犬、猫その他の愛玩することを目的として飼養される動物

（化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）第１条第１項

に規定する獣畜を除く。）をいう。

(2) 墳墓 ペットの焼骨（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４

５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物に該当するもの

を除く。以下同じ。）を埋蔵し、又はペットの死体（同項に規定する

廃棄物に該当するものを除く。以下同じ。）を埋葬する施設をいう。



(3) 墓地 墳墓を設けるための区域をいう。

(4) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵するための設備を有する施設をいう。

(5) 火葬施設 ペットの死体を火葬するための設備（以下「火葬設備」

という。）を有する施設（火葬設備を有する車両を使用し、一定の場

所で反復継続してペットの死体を火葬するものを含む。）をいう。

(6) ペット霊園 墓地、納骨堂若しくは火葬施設を有する施設又はこれ

らを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の使用に供するために

設置するものを除く。

(7) 近隣関係者 次に掲げる者をいう。

ア ペット霊園に係る土地に隣接する土地の所有者

イ 墓地から１００メートル以内、納骨堂から５０メートル以内又は

火葬施設から２００メートル以内の距離にある建物の所有者、管理

者又は占有者

ウ ペット霊園に係る土地の区域に係る町内会・自治会等（地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する地

縁による団体をいう。）の代表者

（設置者等の責務）

第３条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、その事業を行うに際し

ては、周辺の生活環境に与える影響に配慮するとともに、良好な近隣関

係を構築し、及び維持するよう努めなければならない。

（設置等の許可）

第４条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。許可を受けたペット霊園について次に掲げる変更



をしようとするときも、同様とする。

(1) 墓地の新設又は拡張

(2) 納骨堂の新設又は拡張

(3) 火葬施設の新設若しくは拡張又は火葬設備の増設

２ 市長は、前項の許可（以下「設置等の許可」という。）に公衆衛生そ

の他公共の福祉の見地から必要な範囲内で条件を付することができる。

（標識の設置）

第５条 第７条第１項の規定による申請をしようとする者（以下「申請予

定者」という。）は、当該申請の日の３０日前までに、ペット霊園の設

置又は前条第１項後段に規定する変更（以下「許可を要する変更」とい

う。）に係る土地の公衆の見やすい場所に、所定の標識を設置しなけれ

ばならない。

２ 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定め

るところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

３ 第１項の標識は、第１０条第２項に規定する検査済証の交付を受ける

までの間、設置しておかなければならない。

（説明会の開催等）

第６条 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣関係者（許可を

要する変更をしようとする場合にあっては、当該許可を要する変更に係

る部分についての者に限る。）に対し、ペット霊園の設置又は許可を要

する変更に係る計画について説明会を開催しなければならない。ただし、

これにより難いときは、規則で定める方法により説明を行うことにより、

説明会の開催に代えることができる。



２ 申請予定者は、前項の規定により説明会を開催したとき、又は同項た

だし書の規定により説明を行ったときは、規則で定めるところにより、

速やかに、その状況を市長に報告しなければならない。

（許可の申請等）

第７条 設置等の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

２ 前項の規定による申請は、前２条に規定する手続を経た場合に限り、

行うことができる。

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、その申請に

係るペット霊園（許可を要する変更をしようとする場合にあっては、当

該許可を要する変更に係る部分に限る。）が次条及び第９条に規定する

基準に適合していると認めるときでなければ、設置等の許可をしてはな

らない。

４ 市長は、設置等の許可をする場合にあっては許可証を申請者に交付す

るものとし、設置等の許可をしない場合にあってはその旨を申請者に通

知するものとする。

（設置場所の基準）

第８条 ペット霊園の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓地又は納骨堂に係る土地及び建物にあっては申請者がそれらの所

有権を有し、火葬施設に係る土地及び建物にあっては申請者がそれら

を使用する権原を有すること。

(2) 人家又は学校、保育所、病院、老人福祉施設その他これらに類する

施設から、墓地にあっては１００メートル以上、納骨堂にあっては５



０メートル以上、火葬施設にあっては２００メートル以上の距離を保

つこと。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生

その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りで

ない。

(3) その他公衆衛生上支障がないと認められる場所であること。

（構造設備の基準）

第９条 ペット霊園の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。ただ

し、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福

祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 必要に応じて駐車場、給水設備、ごみ容器等が設けられていること。

(2) 墓地、納骨堂又は火葬施設は、その周囲に美観を呈する塀、密植し

た樹木の垣等が設けられ、外部と区画されていること。

(3) 墓地にあっては、前２号に掲げるもののほか、次に掲げるとおりと

する。

ア 墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものに限られていること。

イ 適当な通路及び排水設備が設けられていること。

(4) 納骨堂にあっては、第１号及び第２号に掲げるもののほか、適当な

規模の堂内換気設備及び施錠設備が設けられていること。

(5) 火葬施設にあっては、第１号及び第２号に掲げるもののほか、次に

掲げるとおりとする。

ア 火葬設備は、空気取入口及び煙突の先端以外に火葬設備内と外気

とが接することなく、燃焼室において発生するガス（ウ及びエにお

いて「燃焼ガス」という。）の温度が摂氏８００度以上の状態でペ



ットの死体を火葬できるものであること。

イ 火葬設備は、燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものである

こと。

ウ 火葬設備は、燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が

設けられていること。

エ 火葬設備は、燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設け

られていること。

オ 火葬設備は、防臭及び集じんの設備が設けられていること。

カ 火葬設備は、堅ろうな構造であること。

キ 必要に応じてペットの死体の安置場、付添人控所等が設けられて

いること。

（工事完了の届出等）

第１０条 設置等の許可を受けた者（以下「設置者」という。）は、当該

設置等の許可に係るペット霊園の工事が完了したときは、規則で定める

ところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、前条に規定する基準

に適合しているかどうかを検査し、当該基準に適合していると認めたと

きは、検査済証を設置者に交付するものとする。

３ 設置者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、ペット霊園

（許可を要する変更の許可を受けた場合にあっては、当該許可を要する

変更に係る部分に限る。）を使用してはならない。

（維持管理）

第１１条 設置者は、第９条に規定する基準及び次に掲げる基準に従い、



ペット霊園の維持管理をしなければならない。

(1) 常に清潔を保ち、掃除及び修繕を怠らないこと。

(2) ペット霊園の使用に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等を適切に

処理すること。

（地位の承継等）

第１２条 設置者からペット霊園を譲り受けた者（墓地又は納骨堂に係る

土地及び建物にあってはそれらの所有権を有し、火葬施設に係る土地及

び建物にあってはそれらを使用する権原を有する者に限る。）は、当該

設置者の地位を承継する。

２ 設置者について相続、合併又は分割（ペット霊園を承継させるものに

限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併に

より設立した法人又は分割により当該ペット霊園を承継した法人（墓地

又は納骨堂に係る土地及び建物にあってはそれらの所有権を有し、火葬

施設に係る土地及び建物にあってはそれらを使用する権原を有する相続

人又は法人に限る。）は、当該設置者の地位を承継する。

３ 前２項の規定により設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事

実を証する書類を添えて、その旨を所定の届出書により市長に届け出な

ければならない。

（変更の届出）

第１３条 設置者は、許可を要する変更に該当する場合を除き、設置等の

許可に係る事項を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならない。

（廃止の届出等）



第１４条 ペット霊園の廃止をしようとする者は、当該廃止の日の３０日

前までに、その旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

２ ペット霊園の廃止をしようとする者は、当該ペット霊園に存するペッ

トの焼骨又はペットの死体の取扱いに当たっては、当該ペット霊園の利

用者の心情に十分配慮しなければならない。

（立入検査等）

第１５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者その他

の関係者に対し、必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、

又は本市の職員に、ペット霊園、事業所等に立ち入り、施設、帳簿、書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。

（改善命令等）

第１６条 市長は、第１０条第３項又は第１１条の規定に違反してペット

霊園を使用している設置者に対し、期限を定めて当該ペット霊園の整備

若しくは管理方法の改善その他必要な措置を講ずるよう命じ、又は期間

を定めて当該ペット霊園の全部若しくは一部の使用の禁止を命ずること

ができる。

（許可の取消し）

第１７条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、設置

等の許可を取り消すことができる。



(1) 偽りその他不正の手段により設置等の許可を受けたとき。

(2) 第４条第２項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定による命令に違反したとき。

（使用禁止命令）

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園

の全部又は一部の使用の禁止を命ずることができる。

(1) 第４条第１項の規定に違反した者

(2) 前条の規定により設置等の許可を取り消された者

（公表等）

第１９条 市長は、第１６条又は前条の規定による命令を受けた者が正当

な理由がなく当該命令に従わないときは、規則で定めるところにより、

その旨、当該命令の内容並びに当該命令に従わない者の氏名及び住所

（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

を公表することができる。

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公

表の対象となる者にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意

見を述べる機会を与えなければならない。

（適用除外）

第２０条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条

第５項に規定する墓地と一体的な管理（公衆衛生その他公共の福祉の見

地から支障がないと認められる場合に限る。以下この条において同じ。)

が行われる墓地若しくは納骨堂、同条第６項に規定する納骨堂と一体的

な管理が行われる納骨堂又は同条第７項に規定する火葬場と一体的な管



理が行われる火葬施設については、この条例の規定は、適用しない。

（手数料）

第２１条 申請者は、次に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額

の手数料を、申請の際納付しなければならない。

(1) 設置等の許可の申請（次号に掲げる申請を除く。） １件につき４

７，０００円

(2) 許可を要する変更の許可の申請 １件につき３３，０００円

２ 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認

める場合は、この限りでない。

（委任規定）

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

（罰則）

第２３条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処す

る。

(1) 第４条第１項の規定に違反した者

(2) 第１５条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若し

くは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をした者

(3) 第１６条又は第１８条の規定による命令に違反した者

第２４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。



附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。

（既設ペット霊園の特例）

２ この条例の施行の際現にペット霊園を設置している者（ペット霊園の

設置に係る工事に着手している者を含む。次項において「既存事業者」

という。）は、令和８年３月３１日（次項の規定による届出をしたとき

は、当該届出の時）までの間は、設置等の許可を受けないで、引き続き

当該ペット霊園を設置することができる。

３ 既存事業者は、令和８年３月３１日までに、規則で定めるところによ

り既存事業者である旨を市長に届け出たときは、設置者とみなす。この

場合において、その届け出たペット霊園（以下「既設ペット霊園」とい

う。）については、第４条から第１１条まで、第１６条から第１９条ま

で、第２１条及び第２３条（第２号を除く。）の規定は、適用しない。

４ 前項の規定により設置者とみなされた者は、既設ペット霊園について

第１１条の規定による維持管理をするよう努めなければならない。

５ 既設ペット霊園について許可を要する変更をする場合においては、当

該既設ペット霊園（当該許可を要する変更に係る部分に限る。）につい

て、前２項の規定にかかわらず、第４条から第１１条まで、第１６条か

ら第１９条まで、第２１条及び第２３条の規定を準用する。

６ 既設ペット霊園について更新（当該既設ペット霊園に係る墓地等（墓

地、納骨堂又は火葬施設若しくは火葬設備をいう。以下この項において

同じ。）を撤去し、当該墓地等と同一規模の墓地等を設置することをい



う。）をする場合においては、当該既設ペット霊園（当該更新に係る部

分に限る。）について、附則第３項及び第４項の規定にかかわらず、第

１１条、第１６条、第１９条及び第２３条の規定を準用する。


